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第１６回 下野市男女共同参画推進委員会会議録 

 

日  時 平成２５年２月５日（火）午前１０時～１１時５５分 

場  所 ゆうゆう館 会議室 

出席委員 陣内雄次会長、百武亘委員、生澤里美委員、永山登志子委員、渡邊喜正委

員、白石征枝委員、渡邊欢宥委員、高木智子委員、楡木悦夫委員、山口容

子委員、井上永子委員、小幡洋子委員、田辺伸一委員、横井里子委員、坂

本貞夫委員 

欠席委員 なし 

出 席 者 板橋昭二副市長、川端昇総合政策部長、篠崎雅晴総務部長、伊沢和男市民

生活部長、蓬田優健康福祉部長、落合亮夫産業振興部長、大門利雄建設水

道部長、高野康男議会事務局長、上野清一会計管理者、鶴見忠造教育次長 

事 務 局 （総合政策課） 

 塚原孝課長、星野登課長補佐、山内隆匡主幹、倉井真由美主査 

傍 聴 人 なし 

 

○次第 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 委嘱状交付 

４ 議事 

５ 閉会 

 

 

 

○開会 

（事務局）   ただいまから、第１６回下野市男女共同参画推進委員会を開会します。 

 

 

○あいさつ 

（陣内会長）  おはようございます。事務局から、映画上映会の際にクイズや茶話会を行

ったこと、産業祭では永山委員が腹話術により男女共同参画をＰＲしてい

ただいたことを聞きました。本委員会でも男女共同参画をどのように知っ

ていただくかが重要であるという意見がたびたび出ているため、さまざま

なところで、推進委員会を始めとした皆さんの力で地道な活動をしていく

ことが大事だと思います。皆さんの活動は良い動きであり感謝しておりま

す。今日の議題について、下野市にとっては大きな方向性を決める計画と

なりますので、十分議論できると思っていますのでよろしくお願いします。 
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（副市長）   おはようございます。委員の皆様には日頃から本市の行政についてご理解

ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

男女共同参画という言葉もだいぶポピュラーになってまいりましたが、今

なお社会の制度や慣行、人々の意識の中には、男女の固定的な役割分担意

識が残っているのも事実です。日本の女性労働者の就労率は、Ｍ字型曲線

を描くと言われております。これは日本独自の特徴であり、家事育児のた

めに女性が仕事を辞めるという、性別役割分担の考え方が根強く残ってい

ることによるものといわれています。さらに、Ｍ字型が示す問題点は、育

児が終了した後に再就職してもパートタイマーとなる状況が多いことです。

Ｍ字型曲線から、欧米や北欧でみられるような逆Ｕ字型に変わっていかな

い限り、男性を中心とした社会から真の男女平等の達成は難しいといわれ

ております。男女がお互いを尊重し、性別にとらわれず自分らしく生きる

ことができる社会を築いていくことが、豊かで活力ある日本をつくること

に繋がるものと考えております。 

下野市においては、全庁的な取組として行政の各分野で男女共同参画を

意識した取組をしており、前回８月の委員会でその進捗状況報告をさせて

いただきました。また、１２月に実施した映画会では、委員の皆様のご協

力により、来場者を前に男女共同参画に関するクイズを行ったり、映画会

終了後も茶話会を開催したりして、意見交換を行う取組をしていただきま

した。来場者からも賛辞の声が得られたところです。また、情報紙シェア

リングは、３月には第９号を迎え、徐々に啓発できてきているのではない

かと考えているところであり、委員の皆様には改めて感謝申し上げます。 

本日ご提示させていただく案件は、下野市配偶者等からの暴力対策基本

計画の案ができましたので、ご審議していただきます。男女共同参画プラ

ンの中の男女間のあらゆる暴力を根絶するテーマに基づいて作る計画です。 

ＤＶ被害を防ぐためにも、今後この計画に基づいて引き続き啓発活動を推

進していきたいと考えています。委員の皆様には、広報啓発活動の展開や

ワークライフバランスの実現、人権意識の徹底、暴力防止対策等、幅広い

観点から忌憚のないご意見をいただきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

 

 

○委嘱状交付 

（事務局）   本市ＰＴＡ連絡協議会から男女共同参画推進委員に選出されていた松本文

男委員が、同協議会を退任したことに伴い、同委員に代わりましてＰＴＡ

連絡協議会から推薦のあった渡邊喜正氏を新たな委員に委嘱するものです。

副市長より委嘱状の交付を行います。 

【委嘱状交付】 
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○議事 

(1) 会議録署名委員の指名 

 

（陣内会長）  会議録署名委員の指名をさせていただきます。高木委員と楡木委員にお願

いします。 

 

(2) 下野市配偶者等からの暴力対策基本計画（案）について 

 

（陣内会長）  下野市配偶者等からの暴力対策基本計画（案）について事務局から説明を

お願いします。 

（事務局）  （資料 1に基づき説明） 

・1ページ計画策定の趣旨について 

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。本市の男女共同 

  参画プランにおいても、Ｐ31にＤＶ等あらゆる暴力を防止し根絶するため、暴力を許さ 

ない社会意識の醸成に向けて社会全体で取組を推進すること、また暴力に遭った方が保 

護され、再び被害に遭わないよう、相談体制と支援体制の充実を図ることが明記されて 

います。これらに基づき、これまでＤＶ専用の相談電話回線＝ＤＶホットラインを設置 

する、ＤＶカードを作成する、広報紙で呼びかけを行う、などの対策をとってまいりま 

した。こうしたこれまでの対策により、配偶者からの暴力の根絶に向けて、ＤＶを許さ 

ない社会づくり、相談体制の充実、各関係機関との連携、被害者の自立支援等がスムー 

ズな対応を図っていますが、これらを体系的に取りまとめた基本計画を策定することで、 

より総合的で積極的な取組を推進することを目指し計画を策定することとしました。 

 

・2ページ計画の位置づけについて 

   この計画はＤＶ防止法第 2条の 3第 3項の規定に基づく市町村基本計画です。資料の 

15ページ以降に参考資料として国の法律を掲載しており、17ページの一番上の規定に 

なります。また、本計画は、栃木県が平成 24年 3月に規定した「配偶者からの暴力の 

防止及び被害者の保護に関する基本計画」を踏まえた内容としています。 

  2ページに計画の位置づけのイメージ図を掲載しているとおり、本計画は、国の法律、 

指針、そして県の基本計画を踏まえるとともに、本市の総合計画や男女共同参画プラン 

に基づいた位置づけとなっています。 

 

 ・3ページ計画の期間について 

  平成 25年度から平成 29年度までの 5か年計画とします。ただし、改正等により必要 

 に応じて見直すものとします。 

 

・用語の定義について 

本計画で表記する「配偶者等」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」に 

  加え、恋人など親密な関係にある（又はあった）パートナーも含まれます。「配偶者等か 

らの暴力」は、配偶者等からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を 
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及ぼす言動をいいます。殴る、蹴るといった身体的な暴力のほか、精神的暴力、性的暴

力などの形態があります。 

 

・4ページ国における現状と取組について 

  国では、平成 13年にＤＶ防止法を制定し、都道府県の配偶者暴力相談支援センター 

 としての機能や、裁判所による加害者への保護命令制度も規定されたもので、相談体制 

 の確立や被害者の保護が図られました。 

   平成 16年の法改正により、配偶者等からの暴力の定義が拡大され、また、保護命令 

制度が拡充されました。さらに、ＤＶ被害者の自立支援が国及び地方公共団体の責務と

して明示され、法施行と同時に基本方針も策定され、具体的な方針が示されています。 

   平成 19年の法改正では、市町村における基本計画の策定と配偶者暴力支援センター 

の設置が努力義務となりました。さらに保護命令制度が拡充され、ＤＶの防止と被害者 

の安全確保の推進体制が一層図られています。 

  

 ・5ページ県における現状と取組について 

県では、平成 17年 11月に基本計画を策定し、その後 2度の改定をしています。この 

間、学校教育における啓発の取組や配偶者暴力相談支援センターの設置促進や一時保護

等の充実を図り、平成 23 年 4 月には配偶者暴力相談支援センターの機能を備えた「と

ちぎ男女共同参画センター」を開設して、県のＤＶ対策の中核的な機関として各種施策

を展開しています。 

下のグラフは、県及び宇都宮市、日光市の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた 

ＤＶ相談件数をグラフにしたものです。県婦人相談所は、平成 24年度よりとちぎ男女 

共同参画センターとして再編されています。また、グリーンの部分は配偶者暴力相談支 

援センターを構えている宇都宮市と日光市の数値となっています。県内市町の基本計画 

の策定状況は、宇都宮市、日光市、小山市、足利市、那須塩原市（Ｈ24）で策定済みの 

ため、これらに続けば県内で 6番目となります。 

 

・6ページ下野市における現状と取組について 

本市では男女共同参画プランに基づき、男女間のあらゆる暴力を防止し根絶するため、 

暴力を許さない社会意識の醸成に向けて取組を推進しています。また、暴力の被害に遭 

った市民が保護され、再び被害に遭わないように、相談体制と支援体制の充実を図って 

きました。 

ＤＶ被害者からの相談については、母子自立支援員兼婦人相談員及び保健師による相 

談体制により、警察等の関係機関と連携して対応しています。また、母子・女性一時保

護対策や女性等緊急一時保護施設への運営費補助を実施するなど、被害者の緊急時の安

全確保にも努めています。平成 22年 7月からは電話による専用相談窓口「女性相談（Ｄ

Ｖ）ホットライン」を開設し、ホットラインにかかってきた電話は、必ず女性職員が相

談に応じるようにするなど、工夫しながら被害者の安全確保に取り組んでいます。 

平成 23年に行った市民意識調査では、身体的・精神的・性的・経済的な暴力を受け 

たことがあると回答した人の割合は、女性の 13.2%に及んでおり、市窓口への相談件数 
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に大きな変化は見られないものの、依然として被害は根絶されてはいない状況です。今 

後は、市民の意識や社会情勢の変化を適切に判断しながら、現行の男女共同参画プラン 

における施策「男女間のあらゆる暴力の根絶」の取組内容を充実させるとともに、さら 

に効果的な広報・啓発に取り組む必要があります。 

  6ページの下には、昨年 3月に作成したＤＶ相談カードを掲載しています。7ページ 

上は、過去 3か年に下野市で取り扱ったＤＶ相談件数です。件数は多くはありませんが、

他の自治体に住民票のあるかたが下野市に相談に来る場合もありますし、またその逆も

あります。中ほどから下は相談者の年齢構成とグラフ化したものです。20代から 30 代

が半数以上を占めています。 

 

・8ページは下野市男女共同参画プラン市民意識調査に基づくＤＶの現状です。平成 23 

年 9月に行った市民意識調査の結果、前回平成 19年調査と比べて、ＤＶに関する認知 

度が高まっていることが分かります。下のグラフでは、「暴力を受けたことがある」、「身 

近に暴力を受けた当事者がいる」、「身近な人から相談を受けたことがある」と回答した 

人の割合は、いずれも女性の方が高くなっています。また、「暴力を受けたことがある」 

と回答した女性の割合は 13.2%で、平成 19年に実施した前回調査の 11.6%から若干増 

加している状況です。 

 

 ・9ページから 14ページ （資料 1の内容に従って説明） 

 

・本市においてはＤＶの根絶に向けて、ＤＶを許さない社会づくり、相談体制の充実、各

関係機関との連携、被害者の自立支援等がスムーズにできるよう、これまでにも体制を

とっているところですが、より総合的で積極的な取組を推進することを目指して、これ

らを体系的に取りまとめた基本計画を策定することとしました。昨年 2月に庁内組織に

よる検討会議を開き、以降、市の福祉事務所・ＤＶ相談窓口を担う児童福祉課を始めと

した、ＤＶの防止や被害者支援に関連する部署との打合せを重ね、計画の素案を作って

まいりました。担当者との協議を経て、男女共同参画プランの庁内組織において推進体

制を担う男女共同参画推進本部において、1月 22日に承認を得たところです。 

今後の計画策定へのスケジュールについては、本日推進委員の皆様に本計画案について

ご確認いただいた後、パブリックコメントを実施し、議会への報告を経て計画策定とな

ります。本日は、本計画案につきまして、男女共同参画推進委員の皆様よりご意見を頂

戴したいと思いますので、よろしくお願いいたします。   

 

（陣内会長）  基本計画について説明していただきましたので、ご質問ご意見をお願いし 

ます。 

（山口委員）  13ページ、（2）関係機関との連携体制の整備について、民生委員・児童委 

員や学校などとの連携体制は、通報なども行われるようになるのか、具体 

的に説明いただきたい。 

（事務局）   現時点では、関係機関や委員等との間での情報交換の場と考えています。 

情報を共有するところからはじめて、詳細については今後詰めていきます。 
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（渡邊欢委員） 民生委員は行政と市民の橋渡しの役目であるが、ＤＶのような案件につい 

ては、民生委員側から行政へ報告することはあるが、行政からの情報提供

はまずない。個人情報の問題が心配されると思うが、守秘義務が原則であ

ることが教育されているため、我々民生委員から他へ洩れる心配はないも

のと思われます。 

（陣内会長）  ネットワーク構築について、ＤＶという繊細な問題なため個人情報等もあ 

り、計画を実体化していくことが難しいと思います。まだ計画ができた段 

階なので、具体的な姿が見えてくるよう今後の課題になると思います。 

 

（渡邊欢委員） 今朝のテレビで女性の男性に対する暴力が非常に増えている実態があると 

いうタイムリーな内容を見た。男性が逃げてアパートを借りて住んでいて、 

被害のようすが写真で紹介されていたりして、女性も強くなったと感じた。 

そこで、6ページのＤＶ相談窓口として女性相談ホットラインを作ったと 

いうことであるが、8ページに載っている調査では、暴力をうけたことが 

あると回答した男性が 3.3%、暴力をふるったことがある女性が 1.8%、と 

いうことは尐なからず男性も相談したいのではないか。男性は、相談する 

ことが恥ずかしいから相談しないのではないか。男性が、市の女性相談ホ 

ットラインに行って相談できるのかお聞きしたい。 

（事務局）   女性相談ホットラインという名称ではありますが、配偶者からの暴力とい

うことで、男性からの相談も受けています。現状としては女性からの相談

が 100％です。 

（渡邊欢委員） この「女性相談ホットライン」については、表現として男女差別になるの 

ではないかと思いました。 

（山口委員）  私も渡邊委員と同意見です。あえて女性といれなくてもいいのでは、ない 

方がいいのではないかと思います。 

（高木委員）  相談窓口について、切羽詰まった方はホットラインに電話をするようにな

るが、自ら発することまで及ばない方もいる。被害者が税金や子供のこと

で市窓口に相談に行ったときに、ＤＶの知識がある職員が対応するのとそ

うでないのとでは、救済のされ方が違ってくるのではないでしょうか。11

ページに（2）窓口対応の向上とあるが、ＤＶ窓口に特化するのではなく、

住民対応をする職員を中心に対応できるようににしていただければ、女性

相談窓口以外に来たＤＶ被害者に対しても、どこの窓口でもＤＶ対応でき

るようになり、被害者は助かるので検討していただきたいです。 

（陣内会長）  ＤＶを受けている、ＤＶをしているということに気付かない人もいる。サ 

インを見逃さないということ、多くの窓口であれば救える被害者がでてく 

るのではという内容でした。 

 

（井上委員）  広報紙・チラシによる啓発について、広報する手段は充実していると思う

が、認知度が一般的に低いと感じる。資料 10 ページ、（1）家庭、地域、

職場、学校等における啓発について、福祉体験活動のように学校の授業の
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一環やＰＴＡ活動の中で取り扱ってはどうでしょうか。「男女共同参画と

は」「ＤＶとは」と授業で取り上げて教育することで、意識するようになる

のではないでしょうか。 

（渡邊喜委員） ＰＴＡとしては、学校で授業をしている事例は直接聞いてはいない。パー 

トナーＤＶについて、学校での伝え方はどうなるのか。伝えることにより

認識するため、徐々にＤＶをなくしていけるのではないか。教育の中で取

り上げるということについては時間的にはいかがでしょうか。 

（教育次長）  教育委員会においても、学校教育計画の中の人権教育の中で、実体的なも 

のをどのように伝えるか、小学校、中学校で取り上げ方を考慮して時代に

適応したものを取り組んでいきたい。また、体験学習についても重要であ

り福祉体験等を行っている。学校の特色や地域性等考慮しながら、社会に

活かせるようご意見を参考にさせていただき、取り組んでいきたいと思い

ます。 

 

（田辺委員）  相談窓口の向上についての提案です。相談を受ける職員のスキルの向上の 

ために、「ＤＶという言葉を知っている」初級レベルから最終的に「教える 

ことができる」までの評価表を作り、人に教えることができるまでのレベ 

ル表を作るなどして、全体のレベル向上に繋げてはいかがでしょうか。 

（山口委員）  相談窓口について、自分で的確な判断をすることのできない等、相談に行 

く行動を起こすことができない状況にある被害者に対しては、相談前の支 

援が大切です。下野市では支援者組織がないため、行政が積極的に、研修 

等により支援者やサポーターを作る仕組みづくりが必要ではないか。田辺 

委員の言うような人材を育てていくことも必要かと思います。 

（陣内委員）  田辺委員の提案にあったことも含めて、体系的に市全体でレベルアップし 

てはどうかとのご意見でした。 

（総合政策部長）市全体として相談体制ができるように、というご意見につきまして、現在 

の下野市の相談体制は、ホットラインを設けるなどして小さな市としては

ある程度充実しているものと考えております。婦人相談員 1 名と保健師 3

名の計 4名が相談に携わっています。相談に至るまでの危険信号を察知す

る職員全体の能力については、現時点では確かに体制はできておりません

が、関係機関とのネットワークで相談体制を整えていくことになりますが、

まずは、庁内で職員が意識を持っていくことが大変重要であると考えてお

ります。現在は、ＤＶは福祉部門で専門的に対応しておりますが、今後全

庁的にどのような体制が取れるのかこれから検討していきたいと思ってい

ます。市内では、民間ＮＰＯ法人組織は立ち上がってはいない状況ですが、

今後はＮＰＯ法人ができやすい環境づくりも必要と思います。いずれにし

ても、職員の相談体制の充実に努めていき、また、14ページにある被害者

支援の流れにある様々なネットワークを図っていきます。計画をどのよう

に実施に結び付けていくか効率効果的な組織を作って取り組んでいけるか

という考えで取り組んでいきたいと思います。 
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（楡木委員）  本計画では保護の後の自立支援までが流れになります。被害者支援の流れ

が明確になるので、公表できれば、一時保護された方がその後どのように

なったか教えてもらいたい。 

（事務局）   相談員は着地点までは把握することになるが、公表まではしていない状況 

です。 

（陣内会長）  ネットワーク形成の中で、関わる方たちがケーススタディや知識として共 

有していくことが何らかの形で必要なのではないかと思います。 

（健康福祉部長）楡木委員ご質問について、受けた相談については、ケースごとにたどった

経路や対処内容について最終的にはまとめております。相談電話について

も、対応の仕方や助言についてマニュアルを作成して進めています。 

 

（坂本委員）  10 ページ（1）家庭、地域、職場、学校における啓発の中の、地域に密着

した組織、団体への啓発活動の中に、病院が含まれていないようでしたら、

病院を活用することも必要だと思います。不特定多数の方がたくさん集ま

るところに、何気なくＤＶに関するチラシ・リーフレットがあれば、見る

機会が増えます。また、病院へ来た理由もＤＶであることも有り得ますの

で、具体的に検討する段階で入れていただきたいと思います。 

（事務局）   10ページ（1）家庭、地域、職場、学校における啓発の 2つ目の関係機関 

の中に病院も含まれるようになります。 

 

（横井委員）  今後議論することがあった場合には、話の前提としてどんな人がどんな状 

況にあるか、相談に行って解決したこと等の具体的事例があった方が、話 

の共有ができると思います。 

（生澤委員）  先ほど出た意見のように、ＤＶ相談は女性限定の表記をなくして、男性が 

相談しやすい窓口にした方がよいと思います。 

（小幡委員）  直接ＤＶ被害者と話す機会があり、認知度は上がっているが被害が増えて

いたり、なかなか家庭内のことで踏み入れられないこともある。被害者は

想像以上に緊迫していることも多く、14ページにあるような被害者支援の

流れが頭の中に入っていないと、自分が当事者になったときやアドバイス

をするときに適切な救済ができない。この支援の流れを徹底的にあらゆる

ところに周知すれば、加害者も作らないで済む。また、被害者を加害者か

ら引き離すことも重要であり、その際に弁護士や法の縛りも積極的に入れ

ていかないと根絶はできない。地裁の中に家庭裁判所も入れて、離婚の申

立ができるということや弁護士費用の救済もできることを付け加えるとい

いのではないかと思います。 

（事務局）   関係機関の中の弁護士等と入っていますが、家庭裁判所を加えることにつ

いて検討させていただきます。 

 

（井上委員）  潜在化しているＤＶについて、相談の仕組の提案です。例えば、被害者が
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相談をためらうことのないように、私達推進委員が被害者と市の相談窓口

や警察を取り次ぐような、気軽に相談できる組織・地域の窓口が周知され

たらいいと思います。被害者と相談窓口を繋げるような人的配置があれば、

もっと相談件数が増えていくのではないでしょうか。 

（事務局）   今後、地域の中で声を拾い上げられるような仕組について考えていきたい 

と思います。 

 

（陣内会長）  基本計画の今後の流れと進行管理の方法についてお願いします。 

（事務局）   この後、パブリックコメントを実施し、議会への報告を経て、3 月末の成

立を予定し、4 月から計画に基づいて 5 年間実行されていきます。本計画

の進行管理については、男女共同参画プランの中の施策「男女間のあらゆ

る暴力の根絶」に基づき男女共同参画推進委員会で進捗状況報告をするこ

とになります。 

（陣内会長）  委員の皆様には引き続き関心を持っていただきたいと思います。 

 

 

(3) 男女共同参画推進事業について 

 

（陣内会長）  男女共同参画推進事業について事務局から説明をお願いします。 

（事務局）   本議題は、本年度の男女共同参画推進事業について見直すと同時に、来年

度以降の推進事業内容についてご意見をいただくものです。資料 2 は、8

月の男女共同参画推進委員会において報告した進捗状況報告書のうち、男

女共同参画を主として推進している事業について掲載しています。 

        （資料 2に基づき今年度の事業実績について説明） 

（陣内会長）  特に次年度以降の事業について提案をお願いします。 

（高木委員）  資料 2ページ真ん中、経営に関する講習や経営相談はどのくらいの実績が

あるのか教えていただきたい。また、経営相談について支援があればやり

たいという意識がある方もいるので、今後ご検討いただければと思います。 

（産業振興部長）高齢化している農業従事者の中で、女性が農業に関わる面も増えている。

女性の自立を視野に入れた 6次産業等、女性目線に立った商品開発を目指

したりもしている。247名いる認定農業者の中では女性も増えてきている。

農業委員会の事業の中で、家族協定により女性が過重労働にならないよう

な取組をする中で経営指導をしています。 

（高木委員）  新たに自立して起業する女性に対して取り組むようなことがあれば教えて

いただきたい。 

（産業振興部長）経理面でパソコン講習会を開いたりして、農商工のさまざまな部分で女性

の起業が進むような支援をしていきたいと思います。 

 

（永山委員）  ＤＶ被害者が相談に来るまでには大変な思いをしている。相談窓口の周知

の面で、シェアリングの配布は自治会配布を行っているが、自治会に入ら
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ない若い世代が増えている。統計を見ると被害者は 30 代に多く、幼稚園

や小中学校の子どものいる世代を対象に配布することにより、若い世代で

被害に遭っている方が相談しやすくなると思います。 

（陣内会長）  シェアリングの配布先について、ＰＴＡや若い世代に配布することについ

ていかがでしょうか。 

（事務局）   学校や幼稚園・保育園にも行き渡るよう検討します。 

 

（白石委員）  2 ページの事業の中にある、ストーカー行為防止について、ストーカーは

相手が配偶者ではないが、ＤＶの相談窓口と一緒と考えてよろしいのでし

ょうか。また、実際にＤＶ被害者の他にストーカーについての相談はどれ

くらいあるのか教えていただきたい。 

（事務局）   ストーカーについてはストーカー防止法があり、警察でも慎重に取り扱う 

べき案件とのことです。現在、ストーカー被害について市に相談があった

場合には警察に取り次ぐこととしており、今回基本計画の中でもそのよう

に記載しています。  

 

（坂本委員）  私的に料理に興味があり小山の料理教室に通っています。現役世代や定年 

後の世代中心で、改めて毎日料理をすることの大変さがわかるなど、教室

で男女共同参画に関わることを感じているようです。今後は、逆に男性が

積極的に参加できるような企画をして、料理を通して男女共同参画を考え、

相互理解を深められるような企画をやってみてはいかがでしょうか。 

（山口委員）  映画会やシンポジウムでは、20～30 代の来てほしい世代が来てくれない。

積極的に出向いて講習会をしたり、研修会を組み込んでいくなどして、若

い世代へ積極的に聞いてもらえる場を作っていくことが重要ではないでし

ょうか。 

（渡邊喜委員） イベントの周知期間を早くすれば、より多く参加しやすい。 

（陣内会長）  若い世代のニーズは、どんな企画に多くの方が来てくれるのでしょうか。 

（渡邊喜委員） 若い世代でも知名度のある方を呼べば来ていただけるのではないか。 

（陣内会長）  情報発信を早くすることのほかに、企画の段階で子育て世代から意見をい

ただいて企画することも方法ではないでしょうか。 

 

（陣内会長）  昨年 11月に足利市で女性の起業家 3名に集まっていただきシンポジウム 

を行った。起業して商売をしているが、彼女たちが言うのは、商売だけで 

はなくコミュニティを意識している。彼女たちが、高齢化していたまちづ 

くりの市民グループのメンバーに入り、市民グループが活性化していくと 

いう流れになっている。これからは女性がどのように活躍できるかという 

環境づくりが重要ではないでしょうか。そのためには、単なる起業だけで 

はなく、起業プラスコミュニティの仕組づくりが男女共同参画の視点から 

は必要です。  

2 点目は、自治会に関することです。内閣府調査では自治会長に占める女
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性の割合が全国で 3％代。栃木県では 1.4％です。もう尐し女性が活躍する

ために、例えば、女性自治会長フォーラムを開催するなどして、女性自治

会長をするとこんないいことがある、こう変わるなどＰＲすれば、増えて

いくのではないでしょうか。 

もう 1 点は、介護についてです。介護休暇が取れるようになっているが、

実態ではなかなか取得は難しい。市内・近隣に、積極的に介護休暇や育児

休暇の取得に取り組んでいる企業があれば、普及させるために来ていただ

いて話を伺うのもよいのではないでしょうか。以上ご提案です。 

（白石委員）  ＤＶの実態を知る趣旨で、民間団体や相談員の話を聞く機会があればいい 

と思います。 

（陣内会長）  今年度のシンポジウムでも民間ＮＰＯ法人に来ていただきましたが、この 

ようなことを継続してはというご意見でした。 

（百武委員）  なぜＤＶが起きるのか。自治会を始めとした地域力の問題や他人を思いや 

る気持ちなどを考えたら、どうしたら解決できるのか。学校教育や地域の

力で変われるのか。非常に考えさせられる問題です。 

 

（楡木委員）  来年度事業について、この場で意見を出しても平成 25年度の予算は既に 

決まっているのではないでしょうか。 

（総合政策部長）来年度事業については、予算の面では進められています。事業について何

を実施するかはまだまだ柔軟に対応できます。次年度以降このような会議

の中で意見を聞いて改善していきたいと思います。 

 

 

(4) その他 

 

（陣内会長）  その他について事務局からお願いします。 

（事務局）   参考資料として、男女共同参画映画会で実施したアンケート結果をお

配りしていますのでご覧ください。 

（事務局）   もうひとつの参考資料のシンポジウム事業は、市民活動補助事業の審

査を経て市の補助金を受け、市民団体が主体となって行った事業です。

市民団体主体での活動も活発となってきておりますので報告します。 

（陣内会長）  今年度から始まった市民活動補助事業に関連して男女共同参画シンポ

ジウムが行われたということです。団体に所属する他の委員の皆さん

もぜひ補助事業を活用していただいて、男女共同参画を推進する事業

を展開していただければと期待しています。1 件につき最高いくらも

らえるのですか。 

（事務局）   スタート事業として初年度は 10 万円が上限、2 年目、3 年目は 30 万

円が上限です。スタートから 3 年目までが対象の事業です。なお、補

助率は 2分の 1です。 
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○閉会 

（事務局）   委員の皆様にはご意見ご提言をいただきましてありがとうございまし

た。これらにつきまして内容を精査して、今後の男女共同参画事業等

に取り組めるものにつきましては積極的に取り組んでまいります。 

以上をもちまして第 16回男女共同参画推進委員会を閉会します。 

 

  以上 


